
各項目のうち、*がついているものは記入必須となります。

下記項目の内、※1～3は堺市HPで掲載します。
掲載については、内容の趣旨が損なわれないよう編集して掲載する場合があります。
登録内容変更の場合は右記に変更箇所を記入し、各欄に内容をご記入ください。 変更箇所

※名称変更の場合は『元の名称→変更後名称』としてください。

*名称 ※1 ﾌﾘｶﾞﾅ

*所在地

企業
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

URL

*ﾌﾘｶﾞﾅ *電話番号

*ご担当者名 *ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

SDGsについて
現在取り組んでいること ※3
（具体的にご記載ください）
※任意
150字以内

例:働きやすい職場環境の構築（子育てしやすい環境づくり、従業員への健康診断やメンタルヘルス相談）
地域と連携したイベントや活動　学校の出前授業や社会見学受入　等

*SDGsについて今後取り組みたいこと
（プラットフォーム会員として取り組みたい
ことなど、具体的にご記載ください）
150字以内

例:会員の学校やこども園等への出前授業　他の会員と連携したSDGsイベントの開催や商品開発　等

※本プラットフォームはSDGs達成に向けた各主体の取組や連携等を促す会であり、他の教育機関や子どもたちも参画するネットワークであることからも、教
育上の観点等により公序良俗に反する内容が登録情報にあった際などに入会をお断りする場合がございます。

*業種 ※2

該当するものに○印をつけてください。

卸・小売・飲食業  ／  鉱・工業  ／  サービス業  ／  建設業  ／  運輸業  ／  通信業  ／

製造業  ／  金融・保険業  ／  教育・医療・福祉・複合サービス業  ／  その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ご担当者変更の際は必ず事務局までご連絡下さい。
また、ご入会後、事務局からアンケートを年1回程度実施しますのでご協力ください。

会則第５条４項　会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員を除名することができる。
(1)　本会則に違反し又は本会の信用を著しく害したとき
(2)　法令等に違反したとき、またはその他公序良俗に反する内容を行ったとき
(3)　会員が解散又は営業を停止したとき
(4)　第７条（暴力団員等の排除）に違反したことが判明したとき
(5)　正当な理由なく一定期間以上連絡が取れず、本会の運営に支障が生じると認められたとき
(6)　その他本会の運営に重大な支障が生じると認められたとき

「さかいSDGs推進プラットフォーム」入会申込書
堺市では、SDGsを公民共働・共創により推進するため、さかいSDGs推進プラットフォームを設立し、会員を募集します。

SDGsの取組は難しいと感じていらっしゃる方も多いかもしれませんが、本プラットフォーム会員になることで他の会員との情報
共有や交流が生まれる等、会員になること自体SDGsの取組となります。
詳しくは、ぜひ堺市ホームページをご覧ください。

　
　SDGs達成に取り組む意欲を持つ企業、団体、教育機関

　※所在地の市内外は問いません。※個人での登録はできません。

　　　　下記項目をご記入の上、この入会申込書をそのままE-MAIL（kyoso@city.sakai.lg.jp）か
　　　　ファックス（072-222-9694）で送付していただくか、下記住所へ郵送してください。
　　　　または堺市電子申請サービス（下記QRコード）でお申込みください。

*同意する 下記事項に該当する場合は会員にはなれません。

さかいSDGs推進プラットフォーム専用ダイヤル

０７２－３４０－２１７９
受付時間:月～金曜日 9:00～17:30

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市 政策局 政策企画部 共創連携課

会費無料

対象

申込方法

堺市電子申請

サービス☟

堺市

ホーム

ページ☞


